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「貸切バス事業者の運転者に対して行う指導及び監督の指針」 

の一部改正等について 

 

 平素は当協会の業務にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
標記について、別紙官報掲載のとおり、「旅客自動車運送事業者が事業用自動

車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部が改正され、また、「ドラ

イブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定

める告示」が制定されましたので通知します。 

なお、改正概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督

の指針」の一部改正 

 ① 新たに雇い入れた運転者（初任運転者）等への指導において、２０時間

以上の実技訓練の義務付け、実技訓練以外の指導（座学）時間の延長（６

時間→１０時間）等を行います。 

 

 ② 運転者に直近１年間に乗務していなかった車種区分（大型・中型等）の

貸切バスを運転させる場合に、初任運転者等と同様の実技訓練を義務付け

ます。 

 

 ③ 一般的な指導・監督の内容として、安全性の向上を図るための装置（Ａ

ＳＶ装置）を備える貸切バスの適切な運転方法等を追加します。 

 

 ④ ドライブレコーダーの装置及びこれによる映像の記録や当該記録を活用

した指導・監督を義務付けます。 



２．「ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能

要件を定める告示」の制定 

   貸切バス事業者がドライブレコーダーにより記録すべき情報(車両前方

の映像等)やドライブレコーダーの性能要件（カメラの撮影可能範囲・解像

度等）の詳細を定めます。 

 

３．今後のスケジュール 

 公布：平成２８年１１月１７日 

 施行：平成２８年１２月１日（１．①～③） 

    平成２９年１２月１日（１．④、２．） 












